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指宿市都市計画マスタープラン（部分改定）について

　　都市計画マスタープランは、都市構造の将来ビジョンやその実現に向けた土地利用をはじめ
とする都市づくりの方針を明らかにするもので、都市計画に関する総合的な指針としての役割を
果たすものです。

　　指宿市では、合併後の一体となった都市づくりに向け、平成24年3月に「都市計画基礎調査」
を行い、上位計画である「第一次指宿市総合振興計画」を踏まえ、平成25年11月に「指宿市都市
計画マスタープラン」を策定しました。

　　その中では、本計画の目指すべき都市の将来像として「大地の恵みを生かした戦略的互恵
（５K）のまち指宿」を掲げており、観光・環境・景観・交流・健康を５Kとして位置づけ、健康につい
ては、健康核を中心とした健康レクリエーションゾーンについて充実を図り、運動施設の機能維
持や利用促進に努めることとしています。

　　健康核の一つである潟山運動公園については、健康レクリエーションゾーンに位置付けされ
ており、周辺施設とともにスポーツ・レクリエーション機能の充実を図り、市民の健康づくり、体力
づくりの拠点として整備を行い、プロスポーツのキャンプやスポーツイベントの誘致にも努めるこ
ととしています。

　　その後、平成28年3月に「第二次指宿市総合振興計画」が策定され、「郷土を愛し未来を拓くこ
ころ豊かな人材を育むまち」を基本目標とし、スポーツ・レクリエーション活動の推進を図ることと
しています。

　　その中では、市民が気軽にスポーツ・レクリエーションに親しむことができるよう、スポーツ環
境の整備・充実に努めるほか、スポーツクラブ等の育成、スポーツ交流の促進、スポーツ人口の
増加、さらに2020年東京オリンピック・パラリンピック・国体を見据えた、競技団体・選手・指導者
の育成および支援による競技力の向上に努めることとしています。

　　また、潟山運動公園周辺において、サッカー場や多目的グラウンドの整備に向けた構想が具
体化したことや、鹿児島県から譲与されたなのはな館の施設の有効利用を図ることなどから、健
康レクリエーションゾーンの拡充を図り、「スポーツ・レクリエーション整備地区」として潟山運動公
園周辺の施設を含めた一体的な整備を検討することとなりました。

　　これらの計画を踏まえ、今回都市計画マスタープランに「スポーツ・レクリエーション整備地区」
を明確に位置づけ、潟山運動公園周辺の運動施設の充実、スポーツ・レクリエーション活動の推
進を図ります。

　　上記の詳細追加に至る背景を受けて、潟山運動公園周辺の運動施設の整備にあたり「ス
ポーツ・レクリエーション整備地区」の位置を明確に示すこととしました。
　　（改定内容）
　   ・（P64）土地利用方針図の健康レクリエーションゾーンの拡充を図る。
　　 ・（P93）①土地利用に、スポーツ・レクリエーション機能の充実を追記する。
　　 ・（P95）南指宿地域の地域整備方針図に南⑤スポーツ・レクリエーション整備地区を位置付
　　　　　　　 ける。
　　なお、今回の部分改定に伴い、指宿市としての方針はこれまでと変わるものではありません。



　　　　（詳細図）

健康レクレーションゾーンの拡充

（拡充まえ） （拡充後）

健康レクリエーションゾーンの拡充



　　　　（追記）

土地利用方針のスポーツ・レクリエーション整備地区を追記

・本地域には、他地域と比べて都市公園が比較的多く

存在していることから、周辺施設とともにスポーツ

レクリエーション機能の充実を図り，市民の健康づ

くり，体力づくりの拠点として整備を行います。



　　　　（詳細図）

スポーツ・レクリエーション整備地区の位置付け

（位置付けまえ） （位置付け後）

南⑤ スポーツ・レクリエーション整備地区

南⑤

南⑤を追記する


